
 

 

企画競争実施の公示 

 

令和６年４月１日 

 

                         中部地方整備局長 

                               佐藤 寿延 

 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

1.  業務概要 

 

 (1) 業務名 

    令和６年度 中部地方整備局ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ広報支援業務 

        

 (2) 業務内容 本業務は、中部地方整備局の TEC-FORCE 活動を広く正しく理解し 

てもらうため、災害時の TEC-FORCE 活動の撮影記録を行い、ター 

ゲットに応じたコンテンツ作成、ホームページの改良・更新を行 

うとともに、本業務における広報活動の振り返りを行うもので 

ある。 

 

(3)  予定履行期間  

   令和６年５月下旬～令和７年３月１４日 

 

2.  企画競争参加資格要件 

 

(1)予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の

規定に該当しない者であること。 

(2）令和４・５・６年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一資格）の

「役務の提供等」において東海・北陸地域の認定を受け、Ｃ等級に格付けされ

た者であること。 

(3）企画提案書等の提出期限から見積決定日までの期間に中部地方整備局長から

指名停止を受けていないこと。 

(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生

法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者（競争参加資格に関す

る公示に基づく 再申請の手続きを行った者を除く）でないこと。 

 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続

している者でな いこと。 

(6)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績 

配置予定管理技術者は、平成２６年度以降に、以下［１］［２］のいずれかの

実績を有すること。 
[1]同種業務：国土交通省の広報支援業務 



 

[2]類似業務：国土交通省の写真撮影（作成）業務 

   ※［１］[２]の業務実績で TECRIS に登録されている業務は業務成績が６０点

以上であること。ただし、TECRIS に登録されていない業務は、この限り

ではない。 

   

3.  手続等 

 

(1)  担当部局 

〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番１号 

 中部地方整備局 企画部企画課企画第一係 

    電話：052-953-8127 

電子メール：cbr-kikaku@mlit.go.jp 

 

(2)  説明書の交付期間、場所及び方法 

1. 期間：令和６年４月１日から令和６年４月２２日まで 

2. 場所：(1)に同じ（手交の場合）。  

3. 方法：以下のいずれかによる。 

1. 紙媒体による手交 

2. 電子データの送付 

説明書の交付を希望する場合は、予め（1）の担当まで事前連絡を行うこと。 

 

  (3)  企画提案書の提出期限、場所及び方法 

1. 期限：令和６年４月２２日 16 時 00 分まで 

2. 場所：(1)に同じ 

3. 方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限り、部数は５   

部）、又は電子メール※（着信を確認すること）によること。 

※電子メールで提出する場合は以下によること。これ以外の提出は無効とす

る。 

・使用可能なソフトは以下のとおりとする。 

Microsoft Word2016、Microsoft Excel2016形式以下のもの及びPDFファ 

イルに限る 

・ファイル総量は１０メガバイト以内とすること（２つ以上のファイルは認 

めない）。 

・プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。 

 

 

    (4)  説明会の有無 

1. 説明会の実施：無 

 

  (5)  企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所 

1. ヒアリングの実施：有 

2. 日時：令和６年４月２４日 13 時 00 分 ～ 17 時 00 分 

3. 場所：中部地方整備局 企画部 会議室 

 



 

4.  その他 

 

  (1)  手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。 

  (3)  提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定した

ものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を

生じるものではない。なお、提案者の提案内容によっては、特定する者が存

在しないこともある。 

    (4)  その他の詳細は説明書による。 


